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六

年

七

月

三

日

目

次

告

示

○
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
の
被
災
地
域
に
お
け
る
県
税
の
申
告
等
に

関
す
る
延
長
後
の
期
限
の
指
定

(

税

務

課)

一
ペ
ー
ジ

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号

令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
の
被
災
地
域
に
お
け
る
県
税
の
申
告
等
に
関
す
る
期
限
の
延
長
に
関
す
る

告
示(

令
和
六
年
岐
阜
県
告
示
第
三
十
五
号)

に
お
い
て
別
に
告
示
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
期

日
の
う
ち
、
富
山
県
又
は
石
川
県(

七
尾
市
、
輪
島
市
、
珠
洲
市
、
羽
咋
郡
志
賀
町
、
鳳
珠
郡
穴
水
町

及
び
鳳
珠
郡
能
登
町
を
除
く
。)

に
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所(

以
下｢

住
所
等｣

と
い
う
。)

を
有
す
る
納
税
者
又
は
特
別
徴
収
義
務
者(

以
下｢

納
税
者
等｣

と
い
う
。)

に
係
る
も
の

に
つ
い
て
は
そ
の
期
限
が
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
七
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
到
来
す
る
県
民
税
、

事
業
税
、
県
た
ば
こ
税
、
軽
油
引
取
税
又
は
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
に
つ
い
て
同
月
三
十
一
日
と
し
、
富
山

県
又
は
石
川
県
に
住
所
等
を
有
す
る
納
税
者
等
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
の
期
限
が
令
和
六
年
一
月

一
日
か
ら
同
年
九
月
一
日
ま
で
の
間
に
到
来
す
る
不
動
産
取
得
税
、
自
動
車
税
の
種
別
割(

岐
阜
県
税

条
例(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
二
号)

第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
課
す
る
も
の

を
除
く
。)

、
鉱
区
税
又
は
県
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
同
月
二
日
と
す
る
。

令
和
六
年
七
月
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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行

(

休
日
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当
た
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は
翌
日)

令
和
六
年
七
月
三
日
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岐

阜
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庁

編
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阜
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輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
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十
三
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一

岐

阜

文

芸
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